
聖

籠

町

告

示

第

二

十

四

号

 

聖

籠

さ

わ

や

か

ク

リ

ー

ン

サ

ポ

ー

ト

事

業

実

施

要

綱

を

次

の

よ

う

に

定

め

る

。

 
平

成

二

十

五

年

三

月

二

十

九

日

 

聖

籠

町

長 

渡

邊 

廣

吉

 

聖

籠

さ

わ

や

か

ク

リ

ー

ン

サ

ポ

ー

ト

事

業

実

施

要

綱

 

（

目

的

)
 

第

一

条

 

こ

の

告

示

は

、

町

内

の

団

体

が

ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

に

よ

り

行

う

道

路

、
公

園

・

緑

地

そ

の

他

の

公

共

空

間
（

以

下
「

公

共

施

設

」

と

い

う

。

）

の

美

化

活

動

を

支

援

す

る

さ

わ

や

か

ク

リ

ー

ン

サ

ポ

ー

ト

事

業

（

以

下

「

サ

ポ

ー

ト

事

業

」

と

い

う

。

）

を

実

施

す

る

こ

と

に

よ

り

、
環

境

美

化

に

対

す

る

町

民

の

意

識

の

高

揚

を

図

り

、

も

っ

て

町

民

と

行

政

と

の

協

働

に

よ

る

環

境

美

化

活

動

を

推

進

す

る

こ

と

を

目

的

と

す

る

。

 

(

対

象

団

体

)
 

第

二

条

 

サ

ポ

ー

ト

事

業

に

参

加

で

き

る

団

体

は

、

三

人

以

上

で

構

成

さ

れ

る

団

体

で

、

集

落

、

老

人

ク

ラ

ブ

、

学

校

の

Ｐ

Ｔ

Ａ

そ

の

他

町

民

で

構

成

さ

れ

る

団

体

又

は

町

内

の

事

業

所

、
Ｎ

Ｐ

Ｏ

(
特

定

非

営

利

活

動

促

進

法

(

平

成

十

年

法

律

第

七

号

)

第

二

条

第

二

項

に

規

定

す

る

特

定

非

営

利

活

動

法

人

を

い

う

。)

そ

の

他

町

内

で

活

動

す

る

団

体

と

す

る

。

 

（

活

動

対

象

区

域

）

 

第

三

条

 

サ

ポ

ー

ト

事

業

の

対

象

と

な

る

活

動

区

域

は

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

い

ず

れ

か

の

区

域

と

す

る

。

 

一

 

町

長

が

重

点

的

活

動

区

域

と

し

て

あ

ら

か

じ

め

指

定

し

た

区

域

 
 

 
 

二

 

サ

ポ

ー

ト

事

業

の

参

加

を

希

望

す

る

団

体

が

自

ら

申

し

出

を

し

た

区

域

で

、

町

長

と

協

議

し

て

定

め

た

区

域

 

（

活

動

内

容

）

 



第

四

条

 

サ

ポ

ー

ト

事

業

の

対

象

と

な

る

活

動

内

容

は

、

次

の

各

号

の

い

ず

れ

か

に

該

当

す

る

も

の

と

す

る

。

 
一

 
空

き

缶

及

び

吸

殻

等

の

散

乱

ご

み

の

収

集

並

び

に

廃

棄

 

二

 
除

草
 

三

 

草

花

等

の

植

栽

・

管

理

 

四

 

道

路

等

の

破

損

、

樹

木

の

損

傷

、

不

法

投

棄

等

の

情

報

の

提

供

 
 

五

 

そ

の

他

必

要

な

環

境

美

化

活

動

 

（

参

加

の

申

出

）

 

第

五

条

 

サ

ポ

ー

ト

事

業

に

参

加

を

希

望

す

る

団

体

の

代

表

者

は

、

聖

籠

さ

わ

や

か

ク

リ

ー

ン

サ

ポ

ー

ト

事

業

申

出

書
（

様

式

第

一

号

。

以

下

「

申

出

書

」

と

い

う

。

）

を

町

長

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

（

合

意

）

 

第

六

条

 

町

長

は

、

申

出

書

の

提

出

が

あ

っ

た

場

合

は

、

第

三

条

に

掲

げ

る

区

域

の

ほ

か

、

参

加

を

希

望

す

る

団

体

と

次

に

掲

げ

る

事

項

を

協

議

す

る

。

 

一

 

第

四

条

各

号

に

掲

げ

る

活

動

に

つ

い

て

、

気

象

条

件

そ

の

他

活

動

団

体

の

責

に

帰

さ

な

い

事

由

に

よ

り

当

該

活

動

が

困

難

な

場

合

を

除

き

、

原

則

と

し

て

一

年

間

に

つ

き

三

回

以

上

行

う

こ

と

。

 

二

 

拾

集

し

た

ご

み

等

は

、

当

該

区

域

で

あ

ら

か

じ

め

定

め

ら

れ

た

収

集

日

に

集

積

所

へ

分

別

し

て

搬

出

す

る

こ

と

を

原

則

と

す

る

こ

と

。

た

だ

し

、

こ

れ

に

よ

り

難

い

場

合

は

、

町

長

が

別

に

指

示

す

る

方

法

に

よ

り

廃

棄

す

る

こ

と

。

 

三

 

前

二

号

に

掲

げ

る

ほ

か

、

町

長

が

必

要

と

認

め

る

こ

と

。

 

２

 

前

項

の

協

議

が

整

っ

た

と

き

は

、

聖

籠

さ

わ

や

か

ク

リ

ー

ン

サ

ポ

ー

ト

事

業

合

意

書
（

様

式

第

二

号

。
以

下
「

合

意

書

」
と

い

う

。
）

を

参

加

を

希

望

す

る

団

体

（

以

下

「

活

動

団

体

」

と

い

う

。

）

と



取

り

交

わ

す

も

の

と

す

る

。

 
３

 

合

意

書

を

取

り

交

わ

し

た

後

、

活

動

計

画

等

の

内

容

を

変

更

す

る

必

要

が

生

じ

た

場

合

は

、

双

方

協

議

の

上

、

再

度

合

意

書

を

取

り

交

わ

す

も

の

と

す

る

。

 

４

 

合

意

書

は

、

取

り

交

わ

し

た

日

の

属

す

る

年

度

の

末

日

ま

で

有

効

と

す

る

。

た

だ

し

、

第

八

条

の

規

定

に

よ

る

合

意

書

の

解

除

が

な

い

場

合

は

、

さ

ら

に

一

年

間

継

続

す

る

も

の

と

し

、

以

後

も

同

様

と

す

る

。

 

（

町

の

支

援

）

 

第

七

条

 

町

長

は

、

活

動

団

体

か

ら

の

申

し

出

が

あ

り

、

必

要

と

認

め

た

場

合

は

、

当

該

団

体

の

活

動

に

対

し

、

次

に

掲

げ

る

支

援

を

行

う

こ

と

が

で

き

る

。

 

一

 

環

境

美

化

活

動

に

必

要

な

物

品

等

の

支

給

又

は

貸

与

 

二

 

看

板

の

設

置

 

三

 

そ

の

他

環

境

美

化

活

動

に

必

要

な

事

項

 

２

 

活

動

団

体

の

サ

ポ

ー

ト

事

業

へ

の

参

加

に

起

因

す

る

事

故

に

つ

い

て

は

、

聖

籠

町

総

合

災

害

補

償

規

程

（

平

成

十

年

聖

籠

町

訓

令

第

四

号

）

に

基

づ

き

、

町

が

加

入

し

て

い

る

全

国

町

村

会

総

合

賠

償

補

償

保

険

の

範

囲

内

で

対

応

す

る

も

の

と

す

る

。

 

（

合

意

書

の

解

除

）

 

第

八

条

 

町

長

は

、
活

動

団

体

が

合

意

書

の

解

除

を

申

し

出

た

と

き

、

当

該

合

意

書

の

内

容

を

履

行

し

て

い

な

い

と

認

め

ら

れ

る

と

き

、

又

は

第

九

条

各

号

に

定

め

る

行

為

等

を

行

っ

た

と

き

又

は

活

動

団

体

と

し

て

ふ

さ

わ

し

く

な

い

と

認

め

ら

れ

る

と

き

は

、

当

該

合

意

書

を

解

除

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

２

 

活

動

団

体

が

合

意

書

に

基

づ

く

活

動

を

中

止

又

は

辞

退

し

よ

う

と

す

る

と

き

は

、

活

動

中

止

(

辞

退

)

届

出

書

(

様

式

第

三

号

)

を

町

長

に

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

（

活

動

団

体

の

禁

止

行

為

）

 



第

九

条

 

活

動

団

体

は

、

第

三

条

で

定

め

る

活

動

区

域

に

お

い

て

、

次

に

掲

げ

る

行

為

等

を

行

っ

て

は

な

ら

な

い

。

 
一

 
公

共

の

利

益

に

反

す

る

行

為

 

二

 
営

利

、

政

治

及

び

宗

教

を

目

的

と

す

る

活

動

 

三

 

公

共

施

設

の

機

能

に

支

障

と

な

る

行

為

又

は

工

作

物

の

設

置

 

四

 

近

隣

住

民

に

迷

惑

と

な

る

行

為

 

五

 

そ

の

他

公

序

良

俗

に

反

す

る

行

為

 

（

安

全

の

確

保

）

 

第

十

条

 

活

動

団

体

は

、

活

動

を

行

う

際

に

は

、

自

己

の

責

任

に

お

い

て

作

業

を

行

い

、

法

令

を

守

り

、

事

故

等

が

発

生

し

な

い

よ

う

安

全

に

十

分

配

慮

す

る

も

の

と

す

る

。

 

２

 

中

学

生

以

下

の

者

が

参

加

す

る

場

合

は

、

必

ず

保

護

者

が

付

き

添

い

、

又

は

監

督

者

を

置

か

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

（

報

告

書

の

提

出

)
 

第

十

一

条

 

第

六

条

の

合

意

書

を

取

り

交

わ

し

た

活

動

団

体

は

、

毎

年

度

、

実

施

内

容

に

つ

い

て

、

町

長

が

定

め

る

日

ま

で

に

活

動

年

間

報

告

書

(

様

式

第

四

号

)

に

よ

り

町

長

に

報

告

す

る

も

の

と

す

る

。 

２

 

活

動

団

体

は

活

動

中

に

事

故

が

起

こ

っ

た

と

き

は

、

直

ち

に

町

長

に

連

絡

す

る

と

と

も

に

、

遅

滞

な

く

事

故

報

告

書

（

様

式

第

五

号

）

を

町

長

に

提

出

す

る

も

の

と

す

る

。

 

（

そ

の

他

）

 

第

十

二

条

 

こ

の

告

示

に

定

め

の

な

い

事

項

又

は

疑

義

が

生

じ

た

場

合

は

、

町

長

及

び

活

動

団

体

が

協

議

し

て

定

め

る

も

の

と

す

る

 

附

 

則

 

 

こ

の

告

示

は

、

平

成

二

十

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 



 

 



 



 

  


